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別紙 ４

対象製品の構成

(本件発明１に対応する構成)

ａ 対象リーダ／ライタと，対象リーダ／ライタに対し離間して交信することができる対

象カード(ＩＣカード)とを備えている。

ｂ 対象リーダ／ライタに設けられた送受信兼用の１個のアンテナ又は送信用及び受信用

の２個の第１のアンテナと，対象カードに設けられた送受信兼用の１個の第２のアンテ

ナとの間で，互いに対向した状態で，デジタルデータを，電磁波を用いて非接触で伝送

するようにした装置である。

ｃ 対象リーダ／ライタは，電力送信部と信号受信部とを含む。

ｄ 対象リーダ／ライタの電力送信部は，対象カードの第２のアンテナに向けて，電磁波

によって電力及びコマンドを送信する手段を備えている。

ｅ 対象リーダ／ライタの信号受信部は，第１のアンテナにより受信したデータ信号の復

調処理を行う手段と，同データ信号を外部回路に送出する手段とを有している。

ｆ 対象カードは，電力受信部と信号送信部とを含む。

ｇ 対象カードの電力受信部は，その第２のアンテナと対象リーダ／ライタの第１のアン

， 。テナとの通信距離がおよそ１００㎜以内に接近した場合に 電磁波を受信して処理する

ｈ 対象カードは，受信した前記電磁波の一部を，コンデンサを用いて直流の電源用電力

を形成し，対象カードの回路に給電する。

ｉ 対象カードの信号送信部は，コンデンサの電圧状態を判定し，２．８Ｖ以上になった

場合に，これを電源として前記データ信号を送信する。

ｊ 対象カードは，前記データ信号を負荷変調回路の抵抗値を変更することによって振幅

変調した１３．５６ＭＨｚの周波数の電磁波を用いて，対象リーダ／ライタの信号受信

部に送信する。

また，対象カードと対象リーダ／ライタは電磁結合しているため，①対象カードを対

象リーダ／ライタに近接させると，対象リーダ／ライタの作る総磁束のうち，対象カー

ドの第２のアンテナと鎖交する磁束の割合が大きくなり，対象カードに最初よりも高い

高周波電圧が誘起される。②この誘起は，対象カードの磁界を変化させ，変化した磁界

が対象リーダ／ライタの第１のアンテナと鎖交することにより，対象リーダ／ライタの

アンテナ端電圧は，最初よりも低下する。①から②のプロセスが繰り返され，短時間の

間に一定の値に収束する。この際，対象カードから対象リーダ／ライタに伝送される電

， ， 。磁波は 当該電磁波が変調波である場合は 振幅が異なるがやはり変調波となっている

ｋ 対象カードの第２のアンテナと対象リーダ／ライタの第１のアンテナとが接近した場

合，対象カードは，受信した前記電磁波により動作に必要な電力を得る。

ｌ 対象リーダ／ライタのアンテナ端電圧は，対象カードが接近すると，前記構成ｊのと

おり，低下する。

対象リーダ／ライタのソースインピーダンスは，対象リーダ／ライタと対象カードの

相互インダクタンスによる影響を考慮して，設計されている。

対象カードには，過電流保護回路が設けられている。

ｍ 非接触伝送装置である。
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(本件発明２に対応する構成)

ｎ 対象カード及び対象リーダ／ライタは，いずれも電気回路で構成されている。

対象リーダ／ライタは，送受信兼用の１個のアンテナ又は送信用及び受信用の２個の

第１のアンテナを有している。

対象カードは，送受信兼用の１個の第２のアンテナを有している。

ｏ 対象リーダ／ライタに設けられた送受信兼用の１個の，又は送信用及び受信用の２個

の第１のアンテナと，対象カードに設けられた送受信兼用の１個の第２のアンテナとの

間で，互いに対向した状態で，デジタルデータを，電磁波を用いて非接触で伝送するよ

うにした装置である。

ｐ 対象カードは，動作に必要な電力を，対象リーダ／ライタの電力送信部から電磁波に

より非接触で伝送するように構成された信号伝送装置である。

ｑ 対象カード内に配置された整流平滑回路のコンデンサは，対象リーダ／ライタから絶

え間なく受け取る電磁波を整流した後に平滑化するもので，これにより直流電圧が得ら

れる。

ｒ 対象カードは，整流平滑回路のコンデンサの充電電圧が２．８Ｖになった場合に作動

するように構成されている。

ｓ 電力伝送の電磁波の周波数１３．５６ＭＨｚは，データ通信速度２１１．８７５ｋｂ

ｐｓの整数倍となっており，対象カードと対象リーダ／ライタのクロック周波数は共通

となっている。

ｕ 非接触伝送装置である。
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別紙 ５ 無効主張整理

１ 本件特許１の無効の成否

（ ）( ) 争点９－１ 乙１４を主要な刊行物とした場合の本件発明１の容易想到性1

本件発明１は，乙１４（特開昭５６－１４０４８６号公報)と乙２３（特開

昭６０－８４０３０号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明

をすることができたか。

ア 被告らの主張

(ア) 乙１４発明

乙１４（特開昭５６－１４０４８６号公報)には 「物体ないしは生物の，

自動識別装置の応答信号の発生の方法および装置」に関して，次の構成か

らなる発明(以下「乙１４発明」という。)が開示されている。

乙１４－Ａ 定置された質問装置１と，物体又は生物に固定された応答

装置２との間で，離間して交信する。

乙１４－Ｂ 質問装置１のアンテナと応答装置２のアンテナとの間で，

エネルギ波である電磁波が非接触で伝送される。

乙１４－Ｃ 質問装置１は，エネルギ送信器１１．１と開放コード送信

器１５を備え，それぞれエネルギ波３．１，３．２を送出す

る。

また，質問装置１は，標識受信器１２．１を備え，エネル

ギ波３．３を介して応答装置２からデータを受信する。

乙１４－Ｄ 質問装置１のエネルギ送信器１１．１及び開放コード送信

器１５が，応答装置２のエネルギ受信器２１．１及び開放コ

ード受信器２２に向けて，それぞれエネルギ波３．１，３．

２を送出する。

また，応答装置２は，エネルギ波３．２を介して送出され
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て来る開放コードを評価し，質問装置１に応答信号を送出す

る処理を行う。

乙１４－Ｅ 質問装置１の標識受信器１２．１は，応答装置２からの応

答信号を受信すると，復調器１２．２でヘテロダイン信号に

より復調し，これをデータ処理ユニット１３に送信する。

乙１４－Ｆ 応答装置２は，エネルギ受信器２１．１と開放コード受信

器２２を備え，質問装置１のエネルギ送信器１１．１及び開

放コード送信器１５から，それぞれエネルギ波３．１，３．

２を受信する。

また，応答搬送信号は，応答装置２の標識変調器２７．１

で，標識記憶装置２６から読み出された標識によって変調さ

れ，標識送信器２７．２から応答信号(エネルギ波３．３)と

して放射される。

乙１４－Ｇ 百貨店や貸出図書館での盗難防止に用いた例として，応答

装置２のエネルギ受信器２１．１が質問装置１からのエネル

ギを受信できる範囲に近接すると，警報が発せられる処理が

実行されている。

乙１４－Ｈ 応答装置２が受信したエネルギ波が応答搬送信号とエネル

ギ信号に分離されると，このエネルギ信号は応答装置２のそ

の他のユニットのための電源電圧に変換されて給電される。

． ， ．乙１４－Ｉ 応答装置２の標識送信器２７ ２は エネルギ受信器２１

１が受信したエネルギで動作し，標識記憶装置２６から読み

出した標識によって変調させた応答信号を放射する。

乙１４－Ｋ 応答装置２のエネルギ受信器２１．１は，質問装置１と接

近した時にエネルギ波を受信して電源用電力を形成すること

から，受信したエネルギ波により動作に必要な電力を得てい
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る。

乙１４－Ｍ 応答装置と質問装置からなる自動識別装置。

(イ) 本件発明１と乙１４発明の一致点，相違点

ａ 一致点

本件発明１と乙１４発明は，乙１４発明が本件発明１の次の構成要件

（本件発明１の構成要件のうち構成要件Ｊ，Ｌを除いたもの ）に相当。

する構成を備える点で一致する。

Ａ 固定側装置と，前記固定側装置に対し離間して交信することができ

る移動側装置とを備え，

Ｂ 前記固定側装置に設けられた第１の電磁ヘッドのコイルと前記移動

側装置に設けられた第２の電磁ヘッドのコイルとの間で，電磁波を非

接触で伝送するようにした装置であって，

Ｃ 前記固定側装置は，電力送信部と信号受信部とを含み，

Ｄ 前記電力送信部は，前記移動側装置の前記第２の電磁ヘッドに向け

て電力と指令制御信号の電磁波を送信する手段を備え，

Ｅ 前記信号受信部は，前記第１の電磁ヘッドにより受信したデータ信

号の復調処理を行う手段と，前記データ信号を外部回路に送出する手

段とを有し，

Ｆ 前記移動側装置は，電力受信部と信号送信部とを含み，

Ｇ 前記電力受信部は，前記第２の電磁ヘッドが前記第１の電磁ヘッド

と近接したときに前記電磁波を受信して処理する手段と，

Ｈ 受信した前記電磁波の一部を整流して電源用電力を形成し，当該移

動側装置に給電する手段とを有し，

Ｉ 前記信号送信部は，前記電源用電力が与えられて前記データ信号を

入力する入力手段と，

Ｋ 前記第２の電磁ヘッドが前記第１の電磁ヘッドに接近したときに，
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前記移動側装置は受信した前記電磁波により動作に必要な電力を得

て，

Ｍ 非接触伝送装置

ｂ 相違点

本件発明１と乙１４発明は，次の点で相違する。

( ) 相違点１a

乙１４発明には，本件発明１の構成要件Ｊ（ 前記データ信号およ「

び受信電力変化量の信号を信号伝送用周波数により変調を施した電磁

波として前記固定側装置の信号受信部に伝送する手段を備え ）に相，」

当する構成の開示がない点。

( ) 相違点２b

乙１４発明には，本件発明１の構成要件Ｌ（ 該移動側装置の電力「

受信部で受信した電力の変化量に応じて，該移動側装置の信号送信部

から伝送されて前記固定側装置の信号受信部で受信される電力変化量

の信号に基づいて前記固定側装置の電力送信部の送信出力を制御する

機能を備えたことを特徴とする ）に相当する構成の開示がない点。」

(ウ) 相違点に関する容易想到性

ａ 乙２３に開示された技術

乙２３（特開昭６０－８４０３０号公報)には 「移動通信における送，

信出力制御方式」に関して，次の構成の発明(以下「乙２３発明」とい

う。)が開示されている。

乙２３－Ｊ 受信局は，受信レベルを測定すると，この測定値に基づく

制御量を生成して制御データを形成し，これを送信局に送信

する。送信局は送信された制御量によって送信局の送信出力

を制御する。

基地局１１の送信機１２の出力は，移動局１５の空中線１



- 106 -

６により受信された後，受信機１８に入力される。受信機１

８の検波出力をレベル測定回路１９で測定し，その出力を比

較回路２０で基準レベル発生回路２１の出力と比較し，その

差を検出した後，その差の値を変調回路２６で，音声入力端

子２７より入力した音声と重畳して搬送波を変調した後，相

手無線基地局へ送信される。

乙２３－Ｌ 基地局の制御回路２５は，受信機２４の復調出力に応じて

基地局の送信機１２の送信出力を変化させて，移動局１５の

受信レベルに応じて基地局１１の送信出力が変化するよう制

御する。

ｂ 乙１４を主要な刊行物とした場合の容易想到性

乙２３－Ｊの「制御量」は，本件発明１の構成要件Ｊの「受信電力変

化量」に該当し，乙２３発明においては，変調回路２６で「制御量」が

変調され，送信局に送信されるから，乙２３発明には，本件発明１の構

成要件Ｊに相当する構成が実質的に開示されている。また，乙２３－Ｌ

によれば，乙２３発明には，本件発明１の構成要件Ｌに相当する構成が

実質的に開示されている。

本件発明１は，電磁波を媒体として非接触で伝送させる装置に関する

技術であるのに対し，乙１４発明は，質問装置と応答装置からなる装置

を用いた物体又は生物の自動識別に関する技術であり，乙２３発明は，

移動局と基地局とで無線通信を行う移動通信における送信出力制御方式

に関する技術であるから，本件発明１と乙１４発明，乙２３発明は技術

分野が共通する。

離間して配置された装置間の無線通信においては，その離間距離に比

例して伝送損失が増加するために受信側の受信レベルが減衰してしまう

ため，送信側からの送信出力を増大させる必要があること，距離に応じ
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てエネルギー送信のための出力を制御する必要があることは，移動体通

信技術に関する当業者にとって技術常識であり，本件発明１と乙１４発

明，乙２３発明は課題が共通する。

このように，本件発明１と乙１４発明，乙２３発明は，技術分野，課

題が共通するから，乙１４発明と乙２３発明を組み合わせて，本件発明

１の構成とすることは，容易に想到することができた。

したがって，本件発明１は，乙１４と乙２３に記載された発明に基づ

いて当業者が容易に発明をすることができた。

イ 原告らの反論

(ア) 本件発明１と乙１４発明の一致点，相違点について

ａ 一致点

本件発明１と乙１４発明は，乙１４発明が本件発明１の構成要件Ａ，

Ｃ，Ｆ，Ｈ，Ｉ及びＭに相当する構成を備える点で一致する。また，本

件発明１と乙１４発明は，構成要件Ｂ，Ｄ，Ｅ，Ｇ及びＫの「電磁ヘッ

ド」との点を除く部分において一致する。

ｂ 相違点

乙１４発明は，相違点１，２の他 「電磁ヘッド」を有しない点でも，

本件発明１と相違する。すなわち，電磁結合を利用して電磁波を送信す

る場合は 「アンテナ」と「電磁ヘッド」は同義であるが，乙１４発明，

の「自動識別装置」の「エネルギ波送信方法」は，通常の電波を送信す

る方法であるから，乙１４発明の「アンテナ」は 「電磁ヘッド」には，

該当しない。

(イ) 乙１４を主要な刊行物とした場合の容易想到性について

乙２３発明の受信局は，送信局から電力供給を受けて動作するものでは

ないから，乙２３発明においては，受信電力は存在せず，したがって，乙

２３発明には，本件発明１の構成要件Ｊの「受信電力変化量の信号」は開
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示されていない。また，乙２３発明は，遠隔通信の基地局と移動局のいず

れか又は双方において送信出力制御がされるものであるから，固定側装置

においてのみ送信出力制御（構成要件Ｌの「送信出力を制御する ）がさ」

れる本件発明１とは異なる。

本件発明１は，①固定部と移動部の電磁ヘッドが比較的近接した距離で

対向して配置され，②電磁結合によって電力を伝送するとともに，情報信

号を伝送するものである。これに対し，乙１４発明は，①質問装置と応答

装置は遠距離に配置され，②電磁結合を利用せず，通常の電波として情報

信号を伝送するものであり，また，乙２３発明は，①遠距離に位置する無

線局間で，②電力伝送を伴わず，電磁結合を利用せず，通常の電波を使用

して行う通信の制御方法に関する発明である。そうすると，本件発明１と

乙１４発明，乙２３発明は，技術分野を異にする。

乙１４発明は，応答装置へのエネルギー供給が不十分な場合に，応答装

置を確実に動作させる方法の必要性を指摘するものであり，質問装置から

。 ，十分なエネルギーを供給することの必要性を指摘するものではない また

乙２３発明の課題は，周波数効率が低下するという問題点を回避すること

にあり，無線ゾーン構成が採られた移動通信システムに特有の問題点であ

る。そうすると，乙１４発明，乙２３発明の課題は，本件発明１の課題と

は無関係である。

したがって，乙１４発明と乙２３発明を組み合わせて，本件発明１の構

成とすることは，容易に想到することができなかった。

ウ 被告らの再反論

(ア) 本件発明１と乙１４発明の相違点について

乙１４発明の「アンテナ」は，遠隔通信に用いられるものに限定されて

おらず，また，本件発明１のような電磁結合方式で電磁波が送信される無

線通信において，移動体側が通信中に移動可能である構成は周知であるか
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ら，移動体側が通信中に移動することが可能であるか否かは，単なる設計

， ， 「 」 「 」事項であり 相違点ではなく 乙１４発明の アンテナ は 電磁ヘッド

に該当する。

(イ) 乙１４を主要な刊行物とした場合の容易想到性について

電磁波の受信により受信電力が生じることは技術的に自明であり，本件

発明１も乙２３発明も，どちらも電磁波を受信し，受信した電磁波の電力

変化量に応じた情報を固定局へ送信する構成である点で一致しており，本

件発明１はその電磁波の大きさを 受信電力 と表現し 乙２３発明は 受「 」 ， 「

信レベル と表現しているにすぎないから 本件発明１の構成要件Ｊの 受」 ， 「

信電力変化量の信号」は乙２３に開示されている。また，乙２３発明は，

基地局のみで送信出力制御を行う場合を含むから，乙２３には，本件発明

１の構成要件Ｌに相当する構成が実質的に開示されている。

乙１４には，乙１４発明の適用分野として様々な非接触通信技術が例示

されており，そこには，通常の電波を用いた遠隔通信も電磁結合方式を用

いた近接通信も含まれるから，本件発明１と乙１４発明は技術分野を共通

にする。

乙１４発明の課題は，受信エネルギー不足が通信装置の確実な動作を妨

げるというものである。また，乙２３発明の課題である「周波数効率が低

下するという問題点の回避」も，通信状態が良い状況下において，送信出

力を必要以上に高くしていることにより，移動局から送信された電波が，

通信の相手となる無線基地局だけでなく同一周波数を使用する別の無線基

地局においても受信されてしまうという課題があるため，移動局側におい

ても送信出力の制御を行う必要があるという課題にすぎず，結局，送信出

力制御を行う必要があるということである。したがって，本件発明１と乙

１４発明及び乙２３発明とは，送信側からの送信出力を制御するという課

題を共通にしている。
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（ ）( ) 争点９－２ 乙１３を主要な刊行物とした場合の本件発明１の容易想到性2

本件発明１は，乙１３（特開昭５７－３２１４４号公報)と乙２３に記載さ

れた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか。

ア 被告らの主張

(ア) 乙１３－Ⅰ発明

乙１３（特開昭５７－３２１４４号公報)には 「エネルギ／データ送受，

信装置」に関して，次の発明(以下「乙１３－Ⅰ発明」という。)が開示さ

れている。

乙１３－Ⅰ－Ａ 親局側の電子装置と子局側の電子装置との間で，離間

して交信する。

乙１３－Ⅰ－Ｂ 親局側の電子装置と子局側の電子装置は，第１及び第

２の誘導コイルの間で電磁波を非接触で伝送する。

， ，乙１３－Ⅰ－Ｃ 親局側は 電源エネルギを子局側に送信するとともに

子局側が送信するデータを受信する。

乙１３－Ⅰ－Ｄ 親局側のデータ解析装置は，データ収集開始スイッチ

がオンされると，子局側のデータ収集装置の電源を充電

開始するとともに 子局側のデータ収集装置に対して デ， 「

ータ収集コマンド」又は「データ送信コマンド」を送出

し，これを受けて，子局側のデータ収集装置は，データ

の収集又は送信を開始する。

乙１３－Ⅰ－Ｅ 親局側は，第１の誘導コイルにより受信された受信信

号を復調する第１の復調手段を備える。

また，ＣＰＵ４１が外部回路に相当する。

乙１３－Ⅰ－Ｇ 子局側のデータ収集装置の誘電コイル２２，２４と，

親局側のデータ解析装置の誘電コイル４８とが充分近接

され，電磁的に充分に結合されている状態において電源
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エネルギの授受が行われる。

乙１３－Ⅰ－Ｈ 子局側のデータ収集装置は，受信信号を整流してコン

デンサ等に充電する充電回路を備え，そのコンデンサに

充電された電源は，子局側のデータ収集装置のすべての

部分の電源として使用される。

乙１３－Ⅰ－Ｉ 子局側のデータ収集装置は，充電判定後に，データ収

集を行う。

乙１３－Ⅰ－Ｋ 親局側と子局側が近接した時に，エネルギの供給がさ

れる。

乙１３－Ⅰ－Ｍ エネルギ／データ送受信装置

(イ) 本件発明１と乙１３－Ⅰ発明の一致点，相違点

ａ 一致点

本件発明１と乙１３－Ⅰ発明は，乙１３－Ⅰ発明が本件発明１の構成

要件ＡないしＩ，Ｋ，Ｍ（構成要件Ｊ，Ｌ以外の構成要件）に相当する

構成を備える点で一致する。

ｂ 相違点

本件発明１と乙１３－Ⅰ発明は，次の点で相違する。

( ) 相違点１a

乙１３－Ⅰ発明には，本件発明１の構成要件Ｊ（ 前記データ信号「

および受信電力変化量の信号を信号伝送用周波数により変調を施した

電磁波として前記固定側装置の信号受信部に伝送する手段を備え ），」

に相当する構成の開示がない点。

( ) 相違点２b

乙１３－Ⅰ発明には，本件発明１の構成要件Ｌ（ 該移動側装置の「

電力受信部で受信した電力の変化量に応じて，該移動側装置の信号送

信部から伝送されて前記固定側装置の信号受信部で受信される電力変
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化量の信号に基づいて前記固定側装置の電力送信部の送信出力を制御

する機能を備えたことを特徴とする ）に相当する構成の開示がない」

点。

(ウ) 乙１３を主要な刊行物とした場合の容易想到性

離間距離に応じて受信側の受信レベルが減衰するため，送信側からの送

信出力を制御する必要があるという本件発明１の課題は，遠隔通信，近接

通信において共通の課題であるから，本件発明１と乙１３－Ⅰ発明，乙２

３発明は，技術分野及び課題を共通にする。そうすると，乙１３－Ⅰ発明

と乙２３発明を組み合わせて本件発明１の構成とすることは，容易に想到

することができる。

したがって，本件発明１は，乙１３と乙２３に記載された発明に基づい

て当業者が容易に発明をすることができた。

イ 原告らの反論

(ア) 本件発明１と乙１３－Ⅰ発明の一致点，相違点について

ａ 一致点

本件発明１と乙１３－Ⅰ発明は，乙１３－Ⅰ発明が本件発明１の構成

要件Ｃ，Ｅに相当する構成を備える点で一致する。また，本件発明１と

乙１３発明は，構成要件Ａ，Ｂ，ＤないしＩ，Ｋ，Ｍの「移動側装置」

との点を除く部分において一致する。

ｂ 相違点

乙１３－Ⅰ発明は，相違点１，２の他 「移動側装置」を有しない点，

。 ， 「 」 ，でも本件発明１と相違する すなわち 本件発明１の 移動側装置 は

通信中に固定側装置との距離を変化させ得るものでなければならないと

ころ，乙１３－Ⅰ発明は，コネクタによる結合の代用として無線通信を

利用する発明であり，通信距離については，固定されていることが想定

されているから，乙１３－Ⅰ発明の子局側の電子装置は，本件発明１の
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「移動側装置」には該当しない。

(イ) 乙１３を主要な刊行物とした場合の容易想到性について

乙１３－Ⅰ発明は，無結線で通信を行うことを目的としており，そこで

の無線通信はコネクタによる結合の代用であるから，通信中はいずれの装

置も固定されていることが想定されており，本件発明１のように通信距離

が変化する状況下で電力及び信号の伝達を確実に行うことは課題とされて

おらず，送信局の出力を制御する必要性は全く存在しない。そうすると，

乙１３－Ⅰ発明と乙２３発明とは，技術分野及び課題を異にする。

したがって，乙１３－Ⅰ発明と乙２３発明を組み合わせて本件発明１の

構成とすることは，容易に想到することができず，本件発明１は，乙１３

と乙２３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることがで

きなかった。

ウ 被告らの再反論

本件発明１と乙１３－Ⅰ発明の相違点について

本件発明１における「移動側装置」は，通信中に固定側装置との距離を変

化させ得るものに限定されない。仮に，本件発明１における移動側装置が通

信中に移動可能なものに限定されるとしても，信号送受信装置の分野におい

て，少なくとも一方の送受信体が通信中に移動可能である構成は，周知慣用

技術である(乙４３ないし４６)から，そのような構成を採用するか否かは，

単なる設計事項であって，本件発明１と乙１３－Ⅰ発明の実質的な相違点と

はならない。

( ) 争点９－３（本件発明１の新規性）3

， ， 。本件発明１は 乙１３に記載された発明 乙１４に記載された発明と同一か

ア 被告らの主張

本件発明１と乙１３－Ⅰ発明，本件発明１と乙１４発明は，いずれも，乙

１３－Ⅰ発明，乙１４発明が本件発明１の構成要件ＡないしＩ，Ｋ，Ｍ（構
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成要件Ｊ，Ｌ以外の構成要件）に相当する構成を備える点で一致する。

さらに，仮に，原告らが主張するように，相互誘導作用に基づいて二つの

コイル間に電磁結合が生ずるとの構成が，構成要件Ｊの「受信電力変化量の

」， 「 」信号 構成要件Ｌの 電力変化量の信号に基づいて・・・送信出力を制御

を充足するとするならば，相互誘導作用に基づき二つのコイル間に電磁結合

が発生することは当然であるから，乙１３－Ⅰ発明，乙１４発明は，構成要

件Ｊ，Ｌに相当する構成も備えることとなり，本件発明１と同一となる。

したがって，本件発明１は，乙１３に記載された発明，乙１４に記載され

た発明と同一であり，新規性を欠く。

イ 原告らの反論

本件発明１は，乙１３－Ⅰ発明，乙１４発明と異なり，新規性を有する。

２ 本件特許２の無効の成否

( ) 争点１０－１（本件明細書２の記載要件不備）1

本件明細書２の発明の詳細な説明の記載は，昭和６２年法律第２７号による

改正前の特許法３６条３項（発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の

分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度

に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない ）に規定する。

要件を満たしていないか。本件明細書２の特許請求の範囲の記載は，昭和６２

年法律第２７号による改正前の特許法３６条４項（発明の詳細な説明に記載し

た発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない ）に。

規定する要件を満たしていないか。

ア 被告らの主張

(ア) 構成要件Ｒ１の「充電状態を判定」との部分，構成要件Ｔの「対向し

た状態を検知する検出回路」との部分について

本件発明２では，構成要件Ｒ１の「充電状態を判定」する動作と構成要

件Ｔの「対向した状態を検知する」動作の二つの動作が行われることが規
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定されている。しかし，本件明細書２の発明の詳細な説明には，この動作

の一方を実行する信号伝送装置について記載があるだけで，二つの動作を

共に行う信号伝送装置についての記載がない。すなわち，本件明細書２の

実施例１は，充電状態を判定する構成を，実施例２はタイマー回路のみを

含む構成を，実施例３は，充電状態を判定する構成の代わりに対向状態を

検知する検出回路のみを含む構成を記載しているが，その他の実施例の記

載はない。

そうすると，本件特許２の特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明

に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものでは

ないから，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法３６条４項の規

定の要件を充たしていない。また，本件明細書２の発明の詳細な説明の記

載は，上記二つの動作を共に行う構成について，何ら開示がなく，出願当

時の技術常識を参酌しても，本件発明２をどのようにすれば実施可能であ

るのか理解することができないから，昭和６２年法律第２７号による改正

前の特許法３６条３項の要件を充たしていない。したがって，本件特許２

は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法１２３条１項３号の規

定により無効とされるべきである。

(イ) 構成要件Ｔの「送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミング」

との部分について

構成要件Ｔは 「検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や，

前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司

る」と「など」を含んで規定している。しかし，構成要件Ｔの「など」と

の文言に 「蓄電機器に対する充電の時間 「データ信号の送信動作に係， 」，

わる回路の駆動時間」以外のどのようなタイミングが含まれるのかは不明

である。

したがって，本件特許２の特許請求の範囲の記載は，昭和６２年法律第
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２７号による改正前の特許法３６条４項の要件を充たしていない。また，

本件明細書２の発明の詳細な説明の記載は 「蓄電機器に対する充電の時，

間 「データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」以外のタイミング」，

を司る構成が開示されていないから，昭和６２年法律第２７号による改正

前の特許法３６条３項の要件を充たしていない。

「 」(ウ) 構成要件Ｔの 充電の時間や・・・送信動作に係わる回路の駆動時間

との部分について

構成要件Ｔには 「検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間，

や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを

司る」と記載され 「蓄電機器に対する充電の時間」と「データ信号の送，

信動作に係わる回路の駆動時間」が「や」で結ばれているから，本件発明

２は 「蓄電機器に対する充電の時間」と「データ信号の送信動作に係わ，

る回路の駆動時間」のどちらか一方のみのタイミングを司る構成を含むも

のである。しかし，本件明細書２においては 「蓄電機器に対する充電の，

時間」と「データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」の両方を決定

する方法について記載するだけであり，いずれか一方のみを決定する方法

についての開示がない。

したがって，本件明細書２の特許請求の範囲の記載は，昭和６２年法律

第２７号による改正前の特許法３６条４項の要件を充たしておらず，本件

明細書２の発明の詳細な説明の記載は，昭和６２年法律第２７号による改

正前の特許法３６条３項の要件を充たしていない。

イ 原告らの反論

(ア) 構成要件Ｒ１の「充電状態を判定」との部分，構成要件Ｔの「対向し

た状態を見地する検出回路」との部分について

本件明細書２の実施例１と実施例３を組み合わせ，移動側において充電

状態の判定を行い，固定側と移動側のそれぞれで対向状態の検知を行うと
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の構成を採るならば，構成要件Ｒ１の「充電状態を判定」する動作と構成

要件Ｔの「対向した状態を検知する」動作の二つの動作が行われることと

なり，このような構成を採ることは，当業者にとって容易であり，実施例

１と実施例３を組み合わせた発明が発明の詳細な説明に開示されている。

したがって，本件明細書２の特許請求の範囲の記載は，昭和６２年法律第

２７号による改正前の特許法３６条４項の要件を充たしており，本件明細

書２の発明の詳細な説明の記載は，昭和６２年法律第２７号による改正前

の特許法３６条３項の要件を充たしている。

(イ) 構成要件Ｔの「送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミング」

との部分について

構成要件Ｔの「タイミング」に 「蓄電機器に対する充電の時間 「デ， 」，

ータ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」の他に 「送信の終了に通，

常要求されるステップ」が含まれることは，当業者に自明であるから，本

件明細書２の特許請求の範囲の記載は，昭和６２年法律第２７号による改

正前の特許法３６条４項の要件を充たしており，本件明細書２の発明の詳

細な説明の記載は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法３６条

３項の要件を充たしている。

「 」(ウ) 構成要件Ｔの 充電の時間や・・・送信動作に係わる回路の駆動時間

との部分について

本件明細書２の発明の詳細な説明には，実施例２及び３として 「蓄電，

機器に対する充電の時間」のタイミングと「データ信号の送信動作に係わ

る回路の駆動時間」のタイミングの両方を決定する方法が記載されている

ところ，両方を決定する方法が開示され，かつ双方を決定しなければ発明

の目的を達成できないといった記載もない以上，どちらか一方のみを決定

する方法も，本件明細書２に接する当業者にとって自明である。したがっ

て，本件明細書２の特許請求の範囲の記載は，昭和６２年法律第２７号に
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よる改正前の特許法３６条４項の要件を充たしており，本件明細書２の発

明の詳細な説明の記載は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法

３６条３項の要件を充たしている。

ウ 被告らの再反論

(ア) 構成要件Ｒ１の「充電状態を判定」との部分，構成要件Ｔの「対向し

た状態を検知する検出回路」との部分について

本件明細書２の実施例１と実施例３とを組み合わせても，運動体側が充

電状態判定回路と対向状態検出回路を備えることにはなるが，両回路がど

のように協調動作するのか，どのような場合にトリガ回路を導通させるの

かは，当業者に全く理解できない。したがって，実施例１と実施例３とを

組み合わせた発明が本件明細書２の発明の詳細な説明に開示されており又

は開示されているに等しいということはできない。

(イ) 構成要件Ｔの「送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミング」

との部分について

「データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」を司ることには，デ

「 」 ， 「 」ータ信号の 送信の終了 のための処理が含まれるから 原告らが など

に含まれると主張する「送信の終了に通常要求されるステップ」は 「デ，

ータ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間」に含まれることになり，原

告らは 「など」に含まれるステップを何ら指摘していない。，

「 」(ウ) 構成要件Ｔの 充電の時間や・・・送信動作に係わる回路の駆動時間

との部分について

本件明細書２の発明の詳細な説明には，実施例２及び３として 「蓄電，

機器に対する充電の時間」のタイミングと「データ信号の送信動作に係わ

る回路の駆動時間」のタイミングの両方を決定する方法が記載されている

ところ，これを読み替えて，いずれか一方のみを決定する方法が開示され

ていると解することはできない。
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( ) 争点１０－２（乙１３を主要な刊行物とした場合の本件発明２の容易想到2

性）

本件発明２は，乙１３と乙３２（特開昭５０－１１６１４号公報）に記載

された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか。本件発明

２は，乙１３と乙３３（特開昭５９－１２２９８０号公報）に記載された発

明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか。

ア 被告らの主張

(ア) 乙１３発明

乙１３には 「エネルギ／データ送受信装置」に関して，次の構成から，

なる発明（以下「乙１３－Ⅱ発明」という ）が開示されている。。

乙１３－Ⅱ－Ｎ 電気回路で構成したデータ収集装置に誘導コイル２２

(送信用)及び誘導コイル２４(受信用)を有する伝送部を

備え，同データ解析装置に誘導コイル４８を有する伝送

部を備える。

乙１３－Ⅱ－Ｏ データ解析装置の誘導コイル４８とデータ収集装置の

誘導コイル２２，２４とが互いに近接して両者が電磁的

に充分に結合されている状態で，データ信号を，互いに

電磁的に非接触で伝送することができる。

乙１３－Ⅱ－Ｐ データ収集装置の動作に必要な電源エネルギーをデー

タ解析装置から電磁的に非接触で伝送する。

乙１３－Ⅱ－Ｑ 前記電源エネルギを受電するデータ収集装置に充電回

路を構成するコンデンサ３２を装備して受電電力により

充電する。

乙１３－Ⅱ－Ｒ１ コンデンサ３２の電圧が所定のレベルに達したか否

かを判定することで充電状態を判定する。

乙１３－Ⅱ－Ｒ２ データ収集装置はコンデンサ３２を電源として所要
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のタイミングで間欠的にデータ解析装置にデータ信号

の送信動作を行う。

乙１３－Ⅱ－Ｕ エネルギ／データ送受信装置

(イ) 本件発明２と乙１３－Ⅱ発明の一致点，相違点

ａ 一致点

本件発明２と乙１３－Ⅱ発明は，乙１３－Ⅱ発明が本件発明２の次の

（ ， 。）構成要件 本件発明２の構成要件のうち構成要件Ｓ Ｔを除いたもの

に相当する構成を備える点で一致する。

Ｎ 電気回路で構成した運動体側と固定体側にそれぞれ装着される能動

用と受動用との複数のモジュールのそれぞれに送信ヘッドと受信ヘッ

ドとを有する伝送部を備え，

Ｏ 他のモジュールの伝送部と互いに対向した状態で，デジタルやアナ

ログ的な各種のデータ信号を，電磁波を用いて互いに非接触で伝送す

ることができ，

Ｐ その中の何れか一方のモジュールの動作に必要な電力を他方のモジ

ュールから電磁波により非接触で伝送するように構成された信号伝送

装置において，

Ｑ 前記電力を受電する側のモジュールにコンデンサや電池の如き蓄電

機器を装備して受電電力により充電し，

Ｒ１ その充電状態を判定した上で，

Ｒ２ これを電源として所要のタイミングで間欠的に他方のモジュール

にデータ信号の送信動作を行なうに際して，

Ｕ 信号伝送装置。

ｂ 相違点

本件発明２と乙１３－Ⅱ発明は，次の点で相違する。

( ) 相違点１a
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乙１３－Ⅱ発明には，本件発明２の構成要件Ｓ（ 電力伝送の電磁「

波の周波数を，伝送したいクロック周波数と同一，又は，その整数倍

にしておき，両モジュールのクロック周波数を共通にすると共に ），」

に相当する構成の開示がない点。

( ) 相違点２b

乙１３－Ⅱ発明には，本件発明２の構成要件Ｔ（ 前記モジュール「

の各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることに

よって，その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前

記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを

」） 。司るようにしたことを特徴とする に相当する構成の開示がない点

(ウ) 乙１３を主要な刊行物とした場合の容易想到性

ａ 相違点１に関する容易想到性

構成要件Ｓ（ 電力伝送の電磁波の周波数を，伝送したいクロック周「

波数と同一，又は，その整数倍にしておき，両モジュールのクロック周

，」） （ ， ，波数を共通にすると共に は周知慣用技術であるから 乙２２ ２６

２８ないし３１ ，相違点１は実質的な相違点ではない。）

ｂ 相違点２に関する容易想到性

( ) 乙３２を副次的な刊行物とした場合a

① 乙３２に開示された技術

乙３２（特開昭５０－１１６１４号公報)には，車両と地上設備

との間において各種情報の交信を行う車両通信方式に関する技術に

関して，次の発明（以下「乙３２発明」という ）が開示されてい。

る。

車載通信装置のループアンテナ７が，地上設備のループアンテナ

１の磁束分布のレベルを検出することにより，地上設備のループア

ンテナ１上に到来したことを検出して，車両が通信可能地域に到達
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したことを判別する。この判別に基づき，車両は信号を送信するこ

とになり，車載通信装置は路側通信装置１５と交信を開始する。

② 乙１３を主要な刊行物とし，乙３２を副次的な刊行物とした場合

の容易想到性の有無

乙３２発明の「車載通信装置のループアンテナ７」は，本件発明

２の「運動体側に装着される能動用モジュール」の「伝送部」に該

当し，乙３２発明の「地上設備のループアンテナ１」は，本件発明

２の「固定体側の受動用モジュール」の「伝送部」にそれぞれ該当

する。また，乙３２発明の「車載通信装置のループアンテナ７が，

地上設備のループアンテナ１の磁束分布のレベルを検出することに

より，地上設備のループアンテナ１上に到来したことを検出して，

車両が通信可能地域に到達したことを判別する 」との構成は，構。

成要件Ｔの運動体側及び固定体側の「モジュールの各伝送部が互い

に対向した状態を検知する検出回路」に該当する。さらに，乙３２

発明の「この判別に基づき，車両は信号を送信することになり，車

載通信装置は路側通信装置１５と交信を開始する 」との構成は，。

構成要件Ｔの対向状態検出回路からの「検知信号に基づき…データ

信号の送信動作に係わる回路の駆動時間のタイミングを司る」との

部分に該当する。このように，乙３２発明には，本件発明２の構成

要件Ｔの構成が開示されている。

本件発明２は，電磁波を媒体として非接触で伝送させる装置に関

する技術である。乙１３－Ⅱ発明は，持ち運び自由な電子装置間に

おける電磁結合を用いた非接触通信技術に関するものであり，固定

された装置間の接触技術に関するものではないから，無線通信に関

する技術といえる。また，乙３２発明は，運動体と固定体との間の

無線通信技術に関する発明であって，独立した電源を備えるか無電
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源とするかによって技術分野が異なることはないから，本件発明２

と乙１３－Ⅱ発明，乙３２発明は，技術分野が共通する。

運動体と固定体との間の無線通信において，運動体側と固定体側

とが対向した状態で，送信側と受信側の位置や距離に応じて受信側

での受信レベルが変動し，通信が不安定となることは，当業者にと

って自明の課題であり，本件発明２と乙１３－Ⅱ発明，乙３２発明

は課題が共通する。

したがって，当業者が，乙１３－Ⅱ発明と乙３２発明を組み合わ

せ，更に周知慣用技術に基づいて構成要件Ｓの設計事項を加えて本

件発明２に想到することは容易であった。

( ) 乙３３を副次的な刊行物とした場合b

① 乙３３に開示された技術

乙３３（特開昭５９－１２２９８０号公報)には，移動通信にお

ける送信出力制御装置に関する技術に関して，次の発明（以下「乙

３３発明」という ）が開示されている。。

応答装置１のレベル検出器２４は，応答装置における質問信号２

の受信レベルを検出する。この検出されたレベルが所定値以上の場

合，送信動作に関係するスイッチ回路２５を駆動させる。

② 乙１３を主要な刊行物とし，乙３３を副次的な刊行物とした場合

の容易想到性の有無

乙３３発明は，本件発明２の構成要件Ｔに相当するから，当業者

が，乙１３－Ⅱ発明と乙３３発明を組み合わせ，更に周知慣用技術

に基づいて構成要件Ｓの設計事項を加えて本件発明２に想到するこ

とは容易であった。

イ 原告らの反論

(ア) 本件発明２と乙１３－Ⅱ発明の一致点，相違点について
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ａ 一致点

本件発明２と乙１３－Ⅱ発明は，乙１３－Ⅱ発明が本件発明２の構成

， ， ， （ ， ， ）要件ＯないしＱ Ｒ１ Ｒ２ Ｕ 構成要件Ｎ Ｓ Ｔ以外の構成要件

に相当する構成を備える点で一致する。

ｂ 相違点

乙１３－Ⅱ発明は，相違点１，２の他，構成要件Ｎの「運動体」を有

しない点でも本件発明２と相違する。すなわち，乙１３には「無結線で

充電と情報交換が行えるので 持ち運び自由な電子装置を実現でき 乙， 」（

１３，６頁１３ないし１４行）と記載されているが，これは，結線する

必要がないため容易に持ち運んでセッティングできることを述べるにす

， 。ぎず 電子機器が通信中に移動可能であることを開示するものではない

(イ) 乙１３を主要な刊行物とした場合の容易想到性について

ａ 乙１３を主要な刊行物とし，乙３２を副次的な刊行物とした場合の容

易想到性

本件発明２の対向状態の検知手段は，運動体側と固定体側の双方に備

わっている必要があるが，乙３２には，移動体側における検知手段のみ

が開示されており，固定体側の検知手段は何ら開示されていない。

， ，乙１３－Ⅱ発明は 固定された装置間の接続技術に関するものであり

運動体と固定体との間の無線通信技術に関するものではなく，また，乙

３２発明は，運動体と固定体との間の無線通信技術に関するものである

が，ＥＴＣのような独立の電源を有する自動車と大型の地上設備との間

の通信技術に関するものであるから，本件発明２と乙１３－Ⅱ発明，乙

３２発明は，技術分野が異なる。

乙１３－Ⅱ発明の課題は，電子装置間の通信等をコネクタに代えて無

， ， ，結線で行うことであり 運動する装置間の通信の安定化ではなく また

乙１３－Ⅱ発明の属する固定された装置間の接続技術の分野において，
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運動する装置間の通信の安定化は，自明の課題でもない。さらに，乙３

２発明の課題は，車両と道路等に設置された地上設備との間で，車両が

通信可能地域に到達したことを検出して通信を開始する技術において，

車体後部に磁束を検出するコイルアンテナを取り付けた場合に，正規の

交信に加えて，先方側サイドローブでも通信が開始され，車両の走行速

度が速くなった場合に，誤交信が生ずるとの欠点，及び道路側ループア

ンテナと次のループアンテナの間に高圧電線等が存在した場合に，その

雑音により誤交信が生ずるとの欠点の解消であり，車両と地上設備との

位置や距離に応じて受信レベルが変動し，通信が不安定となることを解

消することではない。このように，本件発明２と乙１３－Ⅱ発明，乙３

２発明は，課題を異にする。

乙１３－Ⅱ発明と乙３２発明との組合わせにより，高速で移動するカ

ードとカード読取装置との安定的な通信という予想以上の顕著な作用効

果が得られるから，この組合わせは容易想到ではなかった。

したがって，当業者が，乙１３－Ⅱ発明と乙３２発明を組み合わせて

本件発明２に想到することは容易ではなかった。

ｂ 乙１３を主要な刊行物とし，乙３３を副次的な刊行物とした場合の容

易想到性

本件発明２における対向状態の検知手段は，運動体側と固定体側の両

者に備わっていることが必要であるが，乙３３発明は移動側における検

知手段のみを開示するものであり，固定側の検知手段を何ら開示してい

ない。

したがって，当業者が，乙１３－Ⅱ発明と乙３３発明を組み合わせて

本件発明２に想到することは容易ではなかった。

ウ 被告らの再反論

(ア) 本件発明２と乙１３－Ⅱ発明の相違点について
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本件発明２における「運動体」は 「固定体」に対して相対的に移動可，

能な装置を意味するにすぎず，通信中に移動可能なものに限定されないと

ころ，乙１３発明の「データ収集装置」は，持ち運び自由なものであるか

ら，本件発明２の「運動体」に相当する。仮に，本件発明２の「運動体」

が，通信中に移動可能であることを要するとしても，信号送受信装置の分

， ，野において 少なくとも一方の送受信体が通信中に移動可能である構成は

周知慣用技術であるから(乙４３ないし４５)，当該構成を採用するか否か

は単なる設計事項であって，実質的な相違点ではない。

(イ) 乙１３を主要な刊行物とし，乙３２を副次的な刊行物とした場合の容

易想到性について

本件発明２の作用効果は 「拙悪な設置条件下においても安定に動作さ，

， 」 ，「 ，せ得るので その適応範囲が大幅に増大 し 良好な条件下においては

従来のこの種の装置ではみられなかった伝送距離の飛躍的な増大をもた

ら」し 「回路構成を単純化できると共に動作の安定化をもたらす」とい，

うものであり，乙１３－Ⅱ発明と乙３２発明とを組み合わせた構成から当

然に予想されるものにとどまり，顕著な作用効果ではない。原告らが本件

発明２の作用効果として主張する「高速で移動するカードとカード読取装

置との安定的な通信」は，本件明細書２に記載された作用効果ではない。

( ) 争点１０－３(乙２５を主要な刊行物とした場合の本件発明２の容易想到3

性)

本件発明２は，乙２５（特開昭５２－１５０９３７号公報)と乙３２に記載

された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか。本件発明２

は，乙２５と乙３３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をするこ

とができたか。

ア 被告らの主張

(ア) 乙２５発明
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乙２５（特開昭５２－１５０９３７号公報)には 「データカードおよび，

データカード読取システム」に関して，次の構成からなる発明（以下「乙

２５発明」という ）が開示されている。。

乙２５－Ｎ 電気回路で構成したデータカード１とデータカード読取部

１４は，それぞれ誘導コイル１０，２０を有する伝送部を備

える。

乙２５－Ｏ 各誘導コイルが発生電波の範囲内にある時，変調信号を，

データカード読取部１４に電磁波を用いて非接触で伝送す

る。

乙２５－Ｐ データカード１の動作に必要な電力をデータカード読取部

１４から電磁波により非接触で伝送する。

乙２５－Ｑ 前記電力を受電するデータカード１に電源電圧供給源であ

るコンデンサ１３を装備して受電電力により充電する。

乙２５－Ｒ１ 電源供給サイクルＰの終了を，誘導コイル１０に誘起さ

れた電圧Ｅの立ち下りを検知することで充電状態を判定す

る。

乙２５－Ｒ２ コンデンサ１３を電源として信号の送信動作が開始さ

れ，データ送信が間欠的に行われる。

乙２５－Ｕ データカード及びデータカード読取システム

(イ) 本件発明２と乙２５発明の一致点，相違点

ａ 一致点

本件発明２と乙２５発明は，乙２５発明が本件発明２の構成要件Ｎな

いしＱ，Ｒ１，Ｒ２，Ｕ（本件発明２の構成要件のうち構成要件Ｓ，Ｔ

を除いたもの ）に相当する構成を備える点で一致する。。

ｂ 相違点

本件発明２と乙２５発明は，次の点で相違する。
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( ) 相違点１a

乙２５発明には，本件発明２の構成要件Ｓ（ 電力伝送の電磁波の「

周波数を，伝送したいクロック周波数と同一，又は，その整数倍にし

ておき，両モジュールのクロック周波数を共通にすると共に ）に相，」

当する構成の開示がない点。

( ) 相違点２b

乙２５発明には，本件発明２の構成要件Ｔ（ 前記モジュールの各「

伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによっ

て，その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記デ

ータ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司る

ようにしたことを特徴とする ）に相当する構成の開示がない点。」

(ウ) 相違点に関する容易想到性

ａ 相違点１に関する容易想到性

構成要件Ｓは周知慣用技術であるから(乙２２，２６，２８ないし３

１)，相違点１は実質的相違点ではない。

ｂ 相違点２に関する容易想到性

( ) 乙２５を主要な刊行物とし，乙３２を副次的な刊行物とした場合のa

容易想到性

乙２５発明は，運動体側に相当する「データカード部」と固定体側

に相当する「データカード読取装置」との間の無線通信に関する技術

であって，乙３２発明と同じ技術分野に属する。

運動体と固定体との間の無線通信において，運動体側と固定体側と

が対向した状態で，送信側と受信側の位置や距離に応じて受信側での

受信レベルが変動し，通信が不安定となることは，当業者にとって自

明の課題であり，本件発明２と乙２５発明，乙３２発明は課題が共通

する。
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したがって，当業者が，乙２５発明と乙３２発明を組み合わせ，更

に周知慣用技術に基づいて構成要件Ｓの設計事項を加えて本件発明２

に想到することは容易であった。

( ) 乙２５を主要な刊行物とし，乙３３を副次的な刊行物とした場合のb

容易想到性

， ， ，乙３３発明は 本件発明２の構成要件Ｔに相当するから 当業者が

乙２５発明と乙３３発明を組み合わせ，更に周知慣用技術に基づいて

構成要件Ｓの設計事項を加えて本件発明２に想到することは容易であ

った。

イ 原告らの反論

(ア) 本件発明２と乙２５発明の一致点，相違点について

ａ 一致点

本件発明２と乙２５発明は，乙２５発明が本件発明２の構成要件Ｎ，

， ， ， （ ， ， ，Ｐ Ｑ Ｒ２ Ｕ 本件発明２の構成要件のうち構成要件Ｒ１ Ｏ Ｓ

Ｔを除いたもの ）に相当する構成を備える点で一致する。。

ｂ 相違点

乙２５発明は，相違点１，２の他，構成要件Ｒ１の「その充電状態を

判定」する構成が開示されていない点でも本件発明２と相違する。すな

わち，乙２５発明においては，データカード読取部がデータカードへの

電力供給を終了した場合に，その結果として誘導コイルに誘起される電

圧が低下することを検出しているにすぎず 「蓄電機器」の充電状態の，

判定は行われていない。

また，乙２５発明は，構成要件Ｏの構成が開示されていない点でも本

件発明２と相違する。すなわち，データ送信を移動側(データカード)か

ら固定側(データカード読取部)への片方向とするか双方向とするかは，

単なる設計事項ではない。
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(イ) 相違点２に関する容易想到性について

乙２５を主要な刊行物とし，乙３２を副次的な刊行物とした場合の容易

想到性について，当業者が，乙２５発明と乙３２発明を組み合わせて本件

発明２に想到することは，以下のとおり，容易ではなかった。

すなわち，乙３２発明は，ＥＴＣのように独立の電源を有する自動車と

大型の地上設備との間の通信技術に関するものであるのに対し，乙２５発

明は，電力伝送が必要な小型の移動側装置(データカード)を備えるシステ

ムに関するものであり，乙２５発明と乙３２発明の技術分野は大きく異な

る。

乙２５発明の課題は，データカードとその読取装置からなるシステムに

おいて，カードの読取方向に規則がある，汚損等によりカードが使用でき

なくなる，読取装置の駆動機構の摩耗を無視できないといった従来技術の

欠点の解消にあるから，乙２５発明と乙３２発明とは，課題を異にする。

乙２５発明と乙３２発明との組合わせにより，高速で移動するカードと

カード読取装置との安定的な通信という予想以上の顕著な作用効果が得ら

れるから，この組合わせは容易想到でなかった。

したがって，当業者が，乙２５発明と乙３２発明を組み合わせて本件発

明２に想到することは容易ではなかった。

ウ 被告らの再反論（本件発明２と乙２５発明の相違点について）

乙２５発明の構成乙２５－Ｒ１では，データカード読取部がデータカード

への電力供給を終了した場合に，その結果として誘導コイルに誘起される電

圧が低下することを検出しているから 「蓄電機器」の充電状態を判定して，

おり，本件発明２の構成要件Ｒ１が開示されている。

データ送信が双方向である非接触通信技術は公知である(乙１３，１４，

２２)から，データ送信を移動側から固定側への片方向とするか双方向とす

るかは設計事項にとどまる。そのように解さないと，本件明細書２に記載さ



- 131 -

れた実施例はいずれも単方向通信であるから，本件発明２は実施可能要件を

欠くことになってしまう。




